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Ⅰ　

は
じ
め
に

　

二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
に
生
じ
た
い
わ
ゆ
る
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
は
、
ワ
ー
ル
ド
・
ト
レ
ー
ド
・
セ
ン
タ
ー
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

州
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
）
の
ツ
イ
ン
・
タ
ワ
ー
を
崩
落
さ
せ
る
等
し
て
、
三
〇
〇
〇
人
以
上
を
死
亡
さ
せ
た
。
米
国
で
は
こ
の
事
件
を

き
っ
か
け
に
、
次
々
に
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
関
連
の
法
律
が
成
立
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）1
（

。

　

米
国
で
近
時
出
版
さ
れ
た
エ
リ
ッ
ク
・
ル
ナ
と
ウ
ェ
イ
ン
・
マ
コ
ー
マ
ッ
ク
に
よ
る
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
法
」
と
題
す
る
大
部
の
研
究

書
は
、
そ
の
冒
頭
に
お
い
て
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
は
米
国
が
九
一
一
後
に
も
っ
と
も
重
点
を
置
い
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
法
律
家
や

政
策
決
定
者
（policym

akers
）
お
よ
び
将
来
こ
れ
ら
に
な
る
者
に
と
っ
て
、
関
連
法
を
理
解
す
る
こ
と
は
現
在
非
常
に
重
要
に

な
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る）2
（

。

　

本
稿
は
、
米
国
に
お
け
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
に
関
す
る
議
論
を
整
理
し
、
紹
介
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
稿
が
こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
を
設
定
す
る
理
由
は
、
第
一
に
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
は
、
米
国
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

世
界
各
国
に
お
い
て
法
制
度
を
大
き
く
変
容
さ
せ
た
／
変
容
さ
せ
つ
つ
あ
る
／
変
容
さ
せ
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と）3
（

、
第
二
に
、
テ
ロ

等
準
備
罪
（
組
織
犯
罪
処
罰
法
六
条
の
二
第
一
項
）
創
設
の
是
非
を
巡
っ
て
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
が
論
じ
ら
れ
た
が
、
そ
の
際
、
議
論
が

十
分
に
深
め
ら
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
こ
と）4
（

、
第
三
に
、
わ
が
国
で
は
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
に
関
す
る
法
的
な
検
討
は
主
と
し
て
憲
法

研
究
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
が）5
（

、
こ
の
問
題
は
（
テ
ロ
等
準
備
罪
創
設
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
）
刑
事
法
学
上
の
課
題

で
も
あ
る
か
ら
、
刑
事
法
研
究
者
と
し
て
も
議
論
を
蓄
積
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
存
す
る
。

　

も
っ
と
も
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
法
的
な
問
題
は
極
め
て
広
範
に
及
ぶ
た
め
、
本
稿
で
包
括
的
に
論
ず
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

ま
た
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
に
関
す
る
個
別
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
も
既
に
多
く
の
先
行
研
究
が
存
す
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
刑
事
法
研
究
者
と
し
て
論
ず
る
第
一
歩
と
し
て
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
定
義）6
（

に
関
す
る
米
国
に
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お
け
る
議
論
を
概
観
し
検
討
を
試
み
る
。

Ⅱ　

テ
ロ
リ
ズ
ム
の
定
義

　

前
述
の
よ
う
に
、
今
日
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
は
米
国
に
お
け
る
刑
事
司
法
や
行
政
の
あ
り
方
に
強
い
影
響
を
与
え
て
い
る
。

　

し
か
し
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
定
義
は
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
。
本
章
で
は
、
ル
ナ
と
マ
コ
ー
マ
ッ
ク
に
よ

る
整
理）（
（

に
従
い
、
専
門
家
に
よ
る
定
義
、
国
際
機
関
に
よ
る
定
義
、
米
国
（
連
邦
）
に
よ
る
定
義
に
つ
い
て
順
次
概
観
す
る
。

一　

専
門
家
・
国
家
・
国
際
機
関
に
よ
る
定
義

　

定
義
を
巡
る
混
乱
は
、
専
門
家
―
―
こ
こ
で
い
う
専
門
家
と
は
ひ
ろ
く
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
研
究
対
象
と
す
る
者
が
含
ま
れ
、
法
律
家

に
限
定
さ
れ
な
い
―
―
や
国
家
・
国
際
機
関
に
よ
る
議
論
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。

１　

専
門
家
に
よ
る
定
義

　

ル
ナ
と
マ
コ
ー
マ
ッ
ク
は
、
ま
ず
、
様
々
な
論
者
に
よ
る
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
様
々
な
定
義
を
掲
げ
る）8
（

。

　
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
は
、
犯
罪
と
武
装
戦
（arm

ed com
bat

）
を
組
み
合
わ
せ
た
、
国
家
の
組
織
（sub-state group

）
に
よ
る
違
法

な
形
態
の
秘
密
戦
争
で
あ
り
、
政
府
の
政
策
、
構
造
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
変
更
さ
せ
る
た
め
、
あ
る
い
は
、
他
者
の
行
動
に
影
響
を
与

え
る
た
め
に
行
わ
れ
る）

9
（

。」

　
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
は
、
無
辜
の
人
々
の
無
差
別
殺
害
で
あ
り
、
恐
怖
を
蔓
延
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る）

（（
（

。」
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「〔
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
〕
暴
力
は
、
主
と
し
て
、
市
民
に
向
け
ら
れ
る
。
そ
の
動
機
は
政
治
的
で
あ
る
。
そ
の
活
動
は
し
ば
し
ば

最
大
の
宣
伝
効
果
（m

axim
um

 publicity

）
を
得
る
手
法
で
行
わ
れ
る
。
一
般
に
実
行
者
ら
は
組
織
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
他
の
犯
罪

者
ら
と
異
な
り
し
ば
し
ば
犯
行
声
明
を
発
す
る
。
そ
の
犯
行
の
意
図
は
、
直
接
生
ず
る
身
体
的
ダ
メ
ー
ジ
を
越
え
た
効
果
を
生
じ
さ
せ

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る）

（（
（

。」

　
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
は
、
無
辜
の
市
民
に
対
す
る
意
図
的
攻
撃
と
い
う
手
法
の
名
前
に
過
ぎ
な
い）

（（
（

。」

　
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
は
、
恐
怖
を
慎
重
に
創
出
・
拡
散
さ
せ
る
。
そ
の
手
段
は
暴
力
ま
た
は
暴
力
を
用
い
る
と
す
る
脅
し
で
あ
り
、
政
策
の

変
更
を
目
的
と
す
る
。
テ
ロ
リ
ズ
ム
は
直
接
の
被
害
者
あ
る
い
は
被
害
客
体
を
越
え
た
と
こ
ろ
ま
で
届
く
心
理
的
な
効
果
を
生
じ
さ
せ

る
た
め
に
特
化
し
て
計
画
さ
れ
る）

（（
（

。」

　
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
は
、
平
時
に
行
わ
れ
る
戦
争
犯
罪
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
は
、
戦
時
に
政
府
に
よ
っ
て

行
わ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
に
違
反
す
る
よ
う
な
行
為
で
あ
る）

（（
（

。」

　

こ
の
よ
う
に
、
従
来
、
様
々
な
専
門
家
が
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
定
義
し
た
が
、
そ
の
内
容
は
帰
一
す
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。

　

近
時
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
定
義
に
つ
き
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
よ
う
と
す
る
試
み
が
存
す
る
。
ル
ナ
と
マ
コ
ー
マ
ッ
ク
は
、
こ
れ
ら
の

試
み
の
う
ち
、
次
の
二
つ
の
立
場
を
紹
介
し
て
い
る
。

　

そ
の
第
一
は
、
ア
レ
ッ
ク
ス
・
Ｐ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ア
ル
バ
ー
ト
・
Ｊ
・
ジ
ョ
ン
マ
ン
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
両
者
は
、
テ
ロ
リ

ズ
ム
を
以
下
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

　
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
は
、
繰
り
返
さ
れ
る
暴
力
に
よ
っ
て
不
安
を
惹
起
す
る
手
段
で
あ
り
、（
準
）
非
公
然
（（sem

i-

） clandestine

）
の

個
人
、
集
団
、
国
家
的
主
体
（state actors

）
（（
（

）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
暴
力
が
直
接
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
す
る
も
の
が
主
た
る
タ
ー
ゲ
ッ
ト

で
は
な
い
と
い
う
点
で
、
暗
殺
と
は
対
照
的
な
特
有
の
犯
罪
的
・
政
治
的
理
由
に
基
づ
く
。
直
接
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
る
被
害
者
は
、
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偶
然
選
ば
れ
る
場
合
（
偶
然
的
タ
ー
ゲ
ッ
ト; targets of opportunity

）
も
あ
れ
ば
、
一
定
の
集
団
か
ら
選
択
的
・
象
徴
的
に
選
ば
れ

る
場
合
（
代
表
的
・
象
徴
的
タ
ー
ゲ
ッ
ト; representative or sym

bolic targets

）
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
被
害
者
が
、
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
発
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
（serve as m

essage generators

）。
テ
ロ
リ
ス
ト
（
組
織
）、（
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
）
被
害
者
、
主

た
る
タ
ー
ゲ
ッ
ト
間
で
の
脅
迫
と
暴
力
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
主
と
し
て
脅
迫
、
威
圧
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の

い
ず
れ
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
か
に
よ
り
、
主
た
る
タ
ー
ゲ
ッ
ト
（
大
衆
）
を
、
恐
怖
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
、
要
求
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と

し
、
配
慮
（attention

）
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
す
る）

（（
（

。」

　

レ
ナ
ー
ド
・
ワ
イ
ン
バ
ー
グ
ら
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
最
低
限
共
通
す
る
性
質
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
は
、
政
治
的
動
機
に
基
い
た
、
有
形
力
や
暴
力
の
行
使
や
そ
の
脅
し
を
含
む
戦
術
で
あ
る
。
こ
の
戦
術
に
お
い
て
は
、

注
目
を
集
め
る
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
有
す
る）

（（
（

。」

２　

国
家
や
国
際
機
関
等
に
よ
る
定
義

　

さ
ら
に
、
ル
ナ
と
マ
コ
ー
マ
ッ
ク
は
、
国
家
や
国
際
機
関
等
に
よ
る
定
義
と
し
て
、
国
際
連
盟
に
よ
る
定
義
の
試
み
、
テ
ロ
資
金

供
与
防
止
条
約
（
一
九
九
九
年
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
資
金
供
与
の
防
止
に
関
す
る
国
際
条
約; 1999 International Convention for 

the Suppression of the Financing of T
errorism

）
に
お
け
る
定
義
、
英
国
法
に
よ
る
定
義
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
よ
る
定
義
を
掲
げ

る
。

　

国
際
連
盟
に
よ
る
定
義
は
、「
テ
ロ
リ
ズ
ム
活
動
」（act of terrorism
）
を
、「
国
家
に
向
け
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
行
為
で
あ
り
、

一
定
の
人
々
あ
る
い
は
人
の
集
団
も
し
く
は
一
般
大
衆
の
心
に
恐
怖
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
あ
る
い
は
計
算
し
た
も
の
」
と
す

る
も
の
で
あ
っ
た）（（
（

。
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テ
ロ
資
金
防
止
条
約
二
条
一
項
（
ｂ
）
は
、
次
の
よ
う
な
行
為
を
実
行
す
る
た
め
に
す
る
資
金
提
供
を
犯
罪
と
す
る
よ
う
求
め
る）（（
（

。

　
「
文
民
又
は
そ
の
他
の
者
で
あ
っ
て
武
力
紛
争
の
状
況
に
お
け
る
敵
対
行
為
に
直
接
に
参
加
し
な
い
も
の
の
死
又
は
身
体
の
重
大
な
傷

害
を
引
き
起
こ
す
こ
と
を
意
図
す
る
他
の
行
為
。
た
だ
し
、
当
該
行
為
の
目
的
が
、
そ
の
性
質
上
又
は
状
況
上
、
住
民
を
威
嚇
し
又
は

何
ら
か
の
行
為
を
行
う
こ
と
若
し
く
は
行
わ
な
い
こ
と
を
政
府
若
し
く
は
国
際
機
関
に
対
し
て
強
要
す
る
こ
と
で
あ
る
場
合
に
限
る
。」

　

英
国
法）（（
（

は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
、「
国
家
、
国
際
機
関
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
意
図
し
た
、
あ
る
い
は
、
大
衆
も
し
く
は
そ
の
一

部
を
脅
す
こ
と
を
意
図
し
た
」
行
為
も
し
く
は
脅
迫
で
あ
っ
て
、「
政
治
的
、
宗
教
的
、
人
種
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
活
動
を
促
進

す
る
た
め
の
も
の
」
と
規
定
し
て
い
た）（（
（

。

　

フ
ラ
ン
ス
法）（（
（

は
動
機
を
要
求
せ
ず
、「
脅
迫
・
恐
怖
に
よ
っ
て
公
の
秩
序
を
深
刻
に
乱
す
た
め
に
、
個
人
若
し
く
は
集
団
に
よ
っ

て
故
意
に
行
わ
れ
た
」
一
定
の
犯
罪）（（
（

を
テ
ロ
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
規
定
す
る
。

３　

テ
ロ
リ
ズ
ム
定
義
の
困
難
さ

　

ル
ナ
と
マ
コ
ー
マ
ッ
ク
は
、
前
掲
の
多
様
な
定
義
を
紹
介
し
た
上
で
、
こ
の
定
義
に
含
ま
れ
る
諸
要
素
（
行
為
者
、
被
害
者
、
手

段
、
動
機
）
を
個
別
に
取
り
上
げ
、
以
下
の
よ
う
に
論
ず
る）（（
（

。

⑴
行
為
者

　

ま
ず
、
行
為
者
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
お
よ
び
国
家
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
（governm

ent offi
cials and agents

）
が
テ
ロ
リ

ズ
ム
の
主
体
に
含
ま
れ
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
一
部
の
専
門
家
は
こ
れ
ら
の
者
も
含
ま
れ
る
と
す
る
が
、
大
半
の
専
門
家
は
こ
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れ
ら
の
者
は
含
ま
れ
な
い
と
す
る
。

　

行
為
者
を
非
国
家
的
主
体
（non-state actors

）
に
限
定
し
た
と
し
て
も
、
行
為
者
が
一
定
の
継
続
性
の
あ
る
組
織
や
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
の
か
、
小
規
模
で
結
び
つ
き
の
緩
い
主
体
（a sm

all, loose-knit band

）
や
単
独
で
行

動
す
る
者
―
―
い
わ
ゆ
る
「
ロ
ー
ン
・
ウ
ル
フ
」（
“lone w

olf

”）
―
―
で
足
り
る
と
す
る
の
か
に
も
争
い
が
あ
る
。

⑵
被
害
者

　

被
害
者
が
「
市
民
」・「
非
戦
闘
員
」（non-com

batants

）・「
無
辜
の
者
（innocent

）」
に
限
定
さ
れ
る
か
に
つ
き
争
い
が
あ
る
。

　

ル
ナ
と
マ
コ
ー
マ
ッ
ク
は
、
こ
れ
ら
の
語
も
、
平
時
に
お
い
て
正
規
軍
（regular m

ilitary forces

）
と
非
正
規
戦
闘
員

（irregular com
batants

）
が
衝
突
す
る
時
代
に
お
い
て
は
、
そ
の
意
味
内
容
が
曖
昧
化
し
て
い
る
と
す
る
。「
昼
は
農
家
、
夜
は
戦

士
」（
“farm

er by day, fighter by night
”）
で
あ
る
者
は
、
は
た
し
て
、（
そ
の
殺
害
が
正
当
化
さ
れ
得
る
）
戦
闘
員
か
、（
そ
の
殺
害

が
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
目
さ
れ
得
る
）
市
民
で
あ
ろ
う
か
、
と
す
る
の
で
あ
る）（（
（

。

⑶
手
段

　

ル
ナ
と
マ
コ
ー
マ
ッ
ク
は
、
手
段
と
い
う
要
素
は
他
の
要
素
に
比
べ
て
客
観
的
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
行
為
の
性
質
に
過
度
に
着
目

す
れ
ば
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
他
の
暴
力
を
区
別
で
き
な
く
な
る
と
す
る
。

　

致
死
的
な
暴
力
（lethal violence

）
が
テ
ロ
リ
ス
ト
に
力
を
与
え
る
の
は
、（
た
と
え
ば
）
人
が
死
ぬ
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
か
ら

で
は
な
く
、
メ
デ
ィ
ア
や
公
衆
の
注
目
を
集
め
る
典
型
的
・
象
徴
的
な
行
為
か
ら
で
あ
る）（（
（

。
こ
の
た
め
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
が
人
を
殺
す

た
め
の
方
法
（technique for killing people

）
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
も
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
う
ま
く
定
義
し
き
れ
な
い
。

　

ま
た
、
一
部
の
定
義
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
手
段
が
「
恣
意
的
」・「
ラ
ン
ダ
ム
」・「
無
差
別
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
が
、
ル
ナ
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と
マ
コ
ー
マ
ッ
ク
は
、
こ
の
よ
う
な
定
義
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
原
型
（a prototypical form

 of terrorist violence

）
で
あ
る
政
治

的
動
機
に
よ
る
暗
殺
を
除
外
す
る
こ
と
と
な
る
と
批
判
す
る
。

　

テ
ロ
リ
ズ
ム
を
定
義
す
る
際
に
、
戦
争
法
に
お
け
る
最
も
基
本
的
な
暴
力
の
規
制
に
従
っ
て
い
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
場
合
も

あ
る
。
し
か
し
、
ル
ナ
と
マ
コ
ー
マ
ッ
ク
は
、
こ
の
こ
と
を
強
調
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
東
京
大
空
襲
や
広
島
・
長
崎
へ
の
原
爆
投

下
も
市
民
に
対
す
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
か
ね
な
い
と
す
る）（（
（

。

⑷
動
機

　

し
ば
し
ば
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
定
義
す
る
際
に
、
行
為
者
の
動
機
（m

otivation

）、
あ
る
い
は
、
目
的
（objectives

）
が
「
政
治
的

で
あ
る
」（political

）
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
ル
ナ
と
マ
コ
ー
マ
ッ
ク
は
、「
政
治
的
で
あ
る
」
と
い
う
概
念
は
明
瞭
と
は
言
い
難
く
、
こ
の
よ
う
な
定
義
で
は
な
ん

ら
か
の
意
味
で
わ
ず
か
で
も
政
治
的
な
目
的
と
結
び
つ
く
場
合
ま
で
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
含
ま
れ
て
し
ま
う
と
し
、
こ
の
よ
う
な
定
義
が
、

話
者
の
価
値
判
断
に
よ
っ
て
他
者
を
違
法
と
し
自
ら
の
立
場
を
正
当
化
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
指
摘
す
る）（（
（

。

二　

米
国
（
連
邦
）
に
お
け
る
定
義

　

国
務
省
も
Ｆ
Ｂ
Ｉ
も
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
広
く
受
容
さ
れ
た
定
義
が
な
い
こ
と
を
認
め
る）（（
（

。
国
務
省
は
二
〇
〇
三
年
に
公
刊
さ
れ
た
報

告
書
に
お
い
て
、「
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
い
か
な
る
定
義
も
、
幅
広
い
支
持
を
得
て
い
な
い
」
と
し）（（
（

、
ま
た
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
は
二
〇
〇
五
年
に

公
刊
さ
れ
た
報
告
書
に
お
い
て
、「
唯
一
、
広
く
受
容
さ
れ
た
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
定
義
は
存
在
し
な
い
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る）（（
（

。

　

ル
ナ
と
マ
コ
ー
マ
ッ
ク
は
、
さ
ら
に
、
合
衆
国
法
典
上
の
い
く
つ
か
の
規
定
を
掲
げ）（（
（

、
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
定
義
は
、
言
葉
遣
い
や
詳

細
さ
の
程
度
の
み
な
ら
ず
、
基
本
的
な
要
素
に
よ
る
分
類
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
連
邦
法
上
テ
ロ
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
が
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犯
罪
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る）（（
（

。

１　

18 U
.S.C. 

§2331

　

18 U
.S.C. 

§2331

）
（（
（

は
、
国
内
テ
ロ
リ
ズ
ム
お
よ
び
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る）（（
（

。

　

ま
ず
、
同
条
（
１
）
号
は
、
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
（international terrorism

）
を
以
下
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

（
１
）
号　
「
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
と
は
、
以
下
の
よ
う
な
行
為
を
い
う
。

（
Ａ
）
連
邦
も
し
く
は
各
州
の
刑
法
に
反
す
る
あ
る
い
は
連
邦
も
し
く
は
各
州
の
域
内
で
行
わ
れ
た
な
ら
ば
そ
れ
ら
の
刑
法
に
反
す
る
こ

と
と
な
る
暴
力
も
し
く
は
人
の
生
命
に
対
す
る
危
険
を
伴
う
行
為
で
あ
っ
て
、

（
Ｂ
）
以
下
の
意
図
を
伴
う
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
（appear to be intended

）、

（
ⅰ
）
市
民
を
威
迫
（intim
idate

）
し
も
し
く
は
抑
圧
（coerce

）
す
る
意
図

（
ⅱ
）
威
迫
も
し
く
は
抑
圧
に
よ
り
、
政
府
の
政
策
に
影
響
を
与
え
る
（influence

）
意
図

（
ⅲ
）
大
量
破
壊
、
暗
殺
、
誘
拐
に
よ
り
政
府
の
活
動
に
悪
影
響
を
与
え
る
（affect

）
意
図

（
Ｃ
）
主
と
し
て
（prim

arily

）
米
国
の
土
地
管
轄
外
で
生
じ
、
も
し
く
は
、
行
為
者
ら
が
用
い
た
手
段
の
点
や
威
迫
も
し
く
は
抑
圧
し

よ
う
と
し
た
人
々
の
点
、
あ
る
い
は
、
行
為
者
ら
が
亡
命
し
も
し
く
は
亡
命
を
試
み
た
場
所
の
点
で
、
国
境
を
越
え
る
も
の
。

　

さ
ら
に
、
同
条
（
５
）
号
は
、
国
内
テ
ロ
リ
ズ
ム
（dom

estic terrorism
）
を
以
下
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

（
５
）
号　
「
国
内
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
と
は
、
以
下
の
よ
う
な
行
為
を
い
う
。

（
Ａ
）
連
邦
も
し
く
は
各
州
の
刑
法
に
反
す
る
人
の
生
命
に
対
す
る
危
険
を
伴
う
行
為
で
あ
っ
て
、
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（
Ｂ
）
以
下
の
意
図
を
伴
う
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

（
ⅰ
）
市
民
を
威
迫
し
も
し
く
は
抑
圧
す
る
意
図

（
ⅱ
）
威
迫
も
し
く
は
抑
圧
に
よ
り
、
政
府
の
政
策
に
影
響
を
与
え
る
意
図

（
ⅲ
）
大
量
破
壊
、
暗
殺
、
誘
拐
に
よ
り
政
府
の
活
動
に
悪
影
響
を
与
え
る
意
図

（
Ｃ
）
主
と
し
て
米
国
の
土
地
管
轄
内
で
生
じ
た
も
の
。

　

こ
れ
ら
の
定
義
の
う
ち
、
各
（
Ａ
）・（
Ｃ
）
は
各
号
が
規
定
す
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
性
質
の
違
い
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、

い
ず
れ
も
同
じ
文
言
を
採
用
す
る
各
（
Ｂ
）
は
、
動
機
に
よ
っ
て
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
定
義
す
る
も
の
で
あ
る）（（
（

。

２　

6 U
.S.C. 

§444

　

こ
れ
に
対
し
、6 U

.S.C. 

§444

（2
）（B
）
（（
（

）は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
以
下
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

（
２
）
号
（
Ｂ
）　

以
下
の
行
為
は
、
本
号
に
お
い
て
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

（
ⅰ
）
不
法
で
あ
っ
て
、

（
ⅱ
）
米
国
内
で
、
あ
る
い
は
、
米
国
国
内
線
航
空
機
も
し
く
は
米
国
船
舶
…
…
内
の
場
合
は
米
国
内
外
で
、
人
、
財
産
、
組
織

（entity

）
に
危
害
を
加
え
る
も
の
で
あ
り
、

（
ⅲ
）
大
量
破
壊
、
市
民
や
米
国
の
公
共
施
設
に
対
す
る
危
害
そ
の
他
の
損
害
の
発
生
を
目
的
と
し
た
手
段
（instrum

entalities

）、

武
器
、
そ
の
他
の
手
法
を
使
用
す
る
行
為
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
使
用
を
試
み
る
行
為
。

　

こ
こ
で
は
、
動
機
に
言
及
す
る
こ
と
な
し
に
、
米
国
の
利
益
（U

.S. interests

）
へ
の
影
響
に
よ
っ
て
テ
ロ
リ
ズ
ム
が
定
義
さ
れ

て
い
る）（（
（

。
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こ
の
よ
う
に
、
連
邦
法
に
お
い
て
も
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
定
義
す
る
た
め
の
複
数
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
存
し
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て

支
配
的
な
定
義
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

３　

18 U
.S.C. 

§2332b

　

そ
も
そ
も
、
連
邦
法
上
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
そ
の
も
の

0

0

0

0

が
犯
罪
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

18 U
.S.C. 

§2332b
）
（（
（

は
、「
国
境
を
越
え
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
行
為
」（acts of terrorism

 transcending national boundaries

）
と
題

さ
れ
て
い
る
が
、
同
条
自
体
が
、
新
た
な
犯
罪
類
型
を
創
設
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

す
な
わ
ち
、
同
条
（
ａ
）
項
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
殺
人
、
誘
拐
等
の
一
定
の
犯
罪
類
型
に
該
当
す
る
行
為
等
を
禁
止
し
連
邦
犯

罪
と
し
て
処
罰
す
る
が）（（
（

、
こ
れ
ら
の
行
為
が
各
州
法
あ
る
い
は
連
邦
法
に
反
す
る
こ
と
（in violation of the law

s of any State, 

or the U
nited States

）
を
求
め
る
か
ら
、
新
た
な
犯
罪
類
型
を
創
設
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

（
ａ
）
項
（
禁
止
さ
れ
る
行
為
）

（
１
）
号
（
犯
罪
）　

連
邦
法
も
し
く
は
各
州
法
に
違
反
し
て
以
下
の
犯
罪
を
行
っ
た
者
は
、
そ
の
行
為
が
国
境
を
越
え
る
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、（
ｂ
）
項
に
規
定
す
る
状
況
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
と
き
、（
ｃ
）
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
処
罰
さ
れ
る
。

（
Ａ
）
米
国
内
で
、
人
を
、
殺
害
し
、
も
し
く
は
、
誘
拐
し
、
重
大
な
後
遺
症
の
残
る
障
害
を
負
わ
せ
（m

aim

）、
深
刻
な
傷
害
を
負

わ
せ
（assault resulting in serious bodily injury

）、
凶
器
に
よ
っ
て
暴
行
し
た
（assaults w

ith a dangerous w
eapon

）

場
合
、
ま
た
は
、

（
Ｂ
）
米
国
内
で
建
造
物
も
し
く
は
運
輸
機
関
（conveyance

）、
不
動
産
、
動
産
を
損
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
（by destroying or 

dam
aging

）、
ま
た
は
、
米
国
内
で
こ
れ
ら
の
客
体
を
損
壊
し
よ
う
と
試
み
あ
る
い
は
共
謀
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
に
対
す

る
深
刻
な
傷
害
の
実
質
的
危
険
（a substantial risk of serious bodily injury to any other person

）
を
創
出
し
た
場
合
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（
２
）
号
（
脅
迫
、
未
遂
、
共
謀
の
取
扱
い
）　
（
１
）
号
に
規
定
し
た
犯
罪
を
遂
行
す
る
と
脅
迫
し
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
の
遂

行
を
試
み
、
も
し
く
は
、
共
謀
し
た
者
は
、（
ｃ
）
項
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
処
罰
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
同
条
（
ｆ
）
項
は
、
司
法
長
官
が
「
連
邦
犯
罪
と
し
て
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
」（Federal crim

e of terrorism

）
等
に
つ
い
て

「
第
一
次
的
な
捜
査
責
任
」（prim

ary investigative responsibility

）
を
負
う
こ
と
等
を
定
め
、
同
条
（
ｇ
）
項
（
５
）
号
は
、
同

条
に
お
け
る
「
連
邦
犯
罪
と
し
て
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
を
定
義
す
る）（（
（

。

　

し
か
し
、
同
条
（
ｇ
）
項
（
５
）
号
は
、
既
存
の
犯
罪
類
型
に
「
威
迫
も
し
く
は
抑
圧
に
よ
っ
て
政
府
の
活
動
に
影
響
を
与
え
よ

う
と
す
る
行
為
あ
る
い
は
報
復
し
よ
う
と
す
る
行
為
」
と
い
う
要
件
を
上
乗
せ
し
た
も
の
を
「
連
邦
犯
罪
と
し
て
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
」

と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い）（（
（

。

　

こ
の
こ
と
は
、
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
定
義
す
る18 U

.S.C. 

§2331

（1

）（
前
掲
）
や50 U

.S.C. 

§1801

（c

）（2

）
（（
（

）、
国
内
テ
ロ
リ
ズ
ム

を
定
義
す
る18 U

.S.C. 

§2331

（5

）（
前
掲
）
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る）（（
（

。

三　

小
括

　

本
章
で
は
、
ル
ナ
と
マ
コ
ー
マ
ッ
ク
の
研
究
に
依
拠
し
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
様
々
な
定
義
に
つ
き
概
観
し
た
。

　

こ
の
作
業
を
通
じ
て
確
認
さ
れ
た
こ
と
は
、
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
定
義
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
両
者
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う
概
念
を
構
成
す
る
、
行
為
者
、
被
害
者
、
手
段
、
動
機
の
そ
れ
ぞ
れ

の
要
素
に
つ
い
て
そ
の
内
実
を
巡
る
議
論
が
あ
り
、
決
着
を
見
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
連
邦
法
上
テ
ロ
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
が
犯
罪
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
な
い
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
連
邦
法

は
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う
文
言
を
用
い
て
い
る
が
、18 U

.S.C. 

§2332b

は
既
存
の
犯
罪
類
型
に
要
件
を
上
乗
せ
し
た
も
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
手
法
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う
概
念
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
で
も
な
お
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う
概

念
を
用
い
つ
つ
犯
罪
を
定
義
す
る
際
、
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

Ⅲ　

テ
ロ
リ
ズ
ム
と
刑
事
法

一　

定
義
の
困
難
さ
と
刑
事
法

　

前
章
で
確
認
し
た
テ
ロ
リ
ズ
ム
定
義
の
困
難
さ
は
、
わ
が
国
の
立
法
論
・
解
釈
論
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

立
法
・
解
釈
に
際
し
て
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う
文
言
に
重
き
を
置
く
こ
と
に
慎
重
さ
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

も
っ
と
も
、
た
と
え
ば
米
国
務
省
が
定
義
の
困
難
さ
を
認
め
つ
つ
統
計
分
析
目
的
で
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
定
義
し
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う

文
言
を
用
い
る
よ
う
に
、
一
定
の
目
的
と
の
関
係
で
は
、
定
義
が
困
難
で
あ
っ
て
も
な
お
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う
文
言
を
用
い
る
こ
と

は
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
正
当
化
さ
れ
る
。

　

こ
の
た
め
、
問
わ
れ
る
べ
き
は
、「
慎
重
さ
」
の
内
実
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
こ
の
「
慎
重
さ
」
の
内
実
に
つ
い
て
、
刑
事
法
研

究
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
簡
単
な
検
討
を
加
え
た
い
。

　

刑
事
法
の
領
域
で
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
論
ず
る
場
合
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
定
義
の
困
難
さ
と
の
関
係
で
問
題
と
な
り
得
る
こ
と
が
ら
は
多
い
。

本
稿
で
は
、
こ
の
う
ち
、
犯
罪
を
規
定
す
る
に
際
し
条
文
上
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う
文
言
を
用
い
る
こ
と
の
是
非
、
お
よ
び
、
既
存
の

捜
査
手
法
や
政
策
遂
行
の
た
め
の
手
法
を
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
し
て
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
を
す
る
こ
と
（
さ
ら
に
そ
の
一
環
と
し
て
、
当
該
政

策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
遂
行
す
る
部
局
に
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
の
名
を
冠
す
る
こ
と
）
の
是
非
を
取
り
上
げ
、
検
討
を
試
み
る）（（
（

。
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二　

犯
罪
規
定
と
テ
ロ
リ
ズ
ム

　

ま
ず
、
犯
罪
を
規
定
す
る
に
際
し
条
文
上
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う
文
言
を
用
い
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
類
型
で
問
題
と
な
る
の
は
、
当
該
規
定
が
罪
刑
法
定
主
義
の
要
請
に
叶
う
か
否
か
で
あ
る
。

　

わ
が
国
の
現
行
法
上
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
得
る
も
の
と
し
て
、
ま
ず
、
テ
ロ
等
準
備
罪
（
組
織
犯
罪
処
罰
法
六
条
の
二
第
一
項
。
さ

ら
に
、
同
二
項
の
罪
に
も
同
様
の
議
論
が
妥
当
す
る
）
が
あ
る
。

　

ま
た
、
犯
罪
の
客
体
を
指
定
す
る
に
際
し
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う
文
言
が
用
い
ら
れ
る
例
も
あ
り
（
ド
ロ
ー
ン
等
禁
止
法
、
特
定
秘
密

保
護
法
）、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

以
下
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

１　

組
織
犯
罪
処
罰
法

　

組
織
犯
罪
処
罰
法
六
条
の
二
第
一
項
は
、「
テ
ロ
リ
ズ
ム
集
団
そ
の
他
の
組
織
的
犯
罪
集
団
（
団
体
の
う
ち
、
そ
の
結
合
関
係
の
基

礎
と
し
て
の
共
同
の
目
的
が
別
表
第
三
に
掲
げ
る
罪
を
実
行
す
る
こ
と
に
あ
る
も
の
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。） 

の
団
体
の
活
動
と
し

て
、
当
該
行
為
を
実
行
す
る
た
め
の
組
織
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
の
遂
行
を
二
人
以
上
で
計
画
し
た
者
」
を
一
定
の
要
件
の
下
で
処

罰
し
、
同
条
二
項
は
、「
テ
ロ
リ
ズ
ム
集
団
そ
の
他
の
組
織
的
犯
罪
集
団
に
不
正
権
益
を
得
さ
せ
、
又
は
テ
ロ
リ
ズ
ム
集
団
そ
の
他

の
組
織
的
犯
罪
集
団
の
不
正
権
益
を
維
持
し
、
若
し
く
は
拡
大
す
る
目
的
で
行
わ
れ
る
も
の
の
遂
行
を
二
人
以
上
で
計
画
し
た
者
」

を
一
定
の
要
件
の
下
で
処
罰
す
る
。

　

こ
れ
ら
が
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う
文
言
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
定
義
は
困
難
で
あ
る
か
ら
本
罪
の
処
罰
範
囲
は
曖

昧
で
許
容
さ
れ
な
い
と
す
る
批
判
も
あ
り
得
よ
う
。

　

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
集
団
そ
の
他
の
組
織
的
犯
罪
集
団
」
と
規
定
す
る
よ
う
に
、「
テ
ロ
リ
ズ
ム
集
団
」
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は
「
組
織
的
犯
罪
集
団
」
の
例
示
で
あ
る）（（
（

。
こ
の
た
め
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
定
義
が
困
難
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
た
だ
ち
に
、
こ
れ
ら

の
規
定
が
曖
昧
で
あ
る
と
ま
で
は
言
い
切
れ
な
い
。

　

罪
刑
法
定
主
義
と
抵
触
す
る
か
否
か
検
討
さ
れ
る
べ
き
は
「
組
織
的
犯
罪
集
団
」
と
い
う
文
言
の
明
確
性）（（
（

で
あ
っ
て
、
そ
の
例
示

で
あ
る
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
集
団
」
の
明
確
性
で
は
な
い
。
仮
に
「
組
織
的
犯
罪
集
団
」
概
念
が
明
確
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
例
示
で

あ
る
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
集
団
」
概
念
が
不
明
確
で
あ
っ
た
と
し
て
も
な
お
、
処
罰
範
囲
は
明
確
に
定
ま
る
の
で
あ
る）（（
（

。

２　

ド
ロ
ー
ン
等
禁
止
法

　

次
に
、
対
象
施
設
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
（
ド
ロ
ー
ン
）
等
の
飛
行
を
禁
止
し
、
こ
れ
に
違
反
し
た
者
を
処
罰

す
る
ド
ロ
ー
ン
等
禁
止
法
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

　

同
法
で
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う
文
言
は
、
対
象
原
子
力
事
業
所
（
同
法
二
条
一
項
三
号
参
照
。
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
い
て
ド
ロ
ー

ン
等
の
飛
行
が
禁
止
さ
れ
る
施
設
〔
対
象
施
設
〕
の
一
種
）
の
指
定
等
に
か
か
る
同
法
六
条
一
項
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
対
象
原
子
力
事
業
所
の
指
定
等
）

六
条
一
項　

国
家
公
安
委
員
会
は
、
原
子
力
事
業
所
で
あ
っ
て
テ
ロ
リ
ズ
ム
（
政
治
上
そ
の
他
の
主
義
主
張
に
基
づ
き
、
国
家
若
し
く

は
他
人
に
こ
れ
を
強
要
し
、
又
は
社
会
に
不
安
若
し
く
は
恐
怖
を
与
え
る
目
的
で
人
を
殺
傷
し
、
又
は
重
要
な
施
設
そ
の
他
の
物
を
破

壊
す
る
た
め
の
活
動
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
の
対
象
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
施
設
に
対
し
て
テ
ロ
リ

ズ
ム
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
広
域
に
わ
た
り
、
国
民
の
生
命
及
び
身
体
に
甚
大
な
被
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で

定
め
る
も
の
の
う
ち
、
第
一
条
の
目
的
に
照
ら
し
そ
の
施
設
に
対
す
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
よ
る
危
険
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
を
、
対
象
原
子
力
事
業
所
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
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そ
し
て
、
同
法
は
、
指
定
さ
れ
た
対
象
施
設
上
空
で
の
ド
ロ
ー
ン
等
の
飛
行
を
禁
止
し
（
同
法
八
条
一
項
）、
こ
れ
に
違
反
し
て
対

象
施
設
お
よ
び
そ
の
指
定
敷
地
等
の
上
空
で
ド
ロ
ー
ン
等
の
飛
行
を
行
っ
た
者
を
処
罰
す
る
（
同
法
一
一
条
一
項
）。

　

同
法
の
こ
の
よ
う
な
規
定
ぶ
り
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
同
法
一
一
条
一
項
の
罪
の
構
成
要
件
は
、
同
法
八
条
一
項
の
規
定
（
対

象
施
設
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
）
に
違
反
し
て
対
象
施
設
お
よ
び
そ
の
指
定
敷
地
等
の
上
空
で
小
型

無
人
機
等
の
飛
行
を
行
っ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う
文
言
は
同
罪
の
構
成
要
件
要
素
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い）（（
（

。

　

こ
の
こ
と
は
、
同
法
一
一
条
二
項
の
罪
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　

こ
の
た
め
、
同
法
に
お
け
る
処
罰
規
定
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
定
義
の
困
難
さ
が
本
罪
の
処
罰
範
囲
を
不
明
確
に
す
る
こ
と
の
な
い
構

造
と
な
っ
て
い
る）（（
（

。
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う
文
言
に
不
明
確
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
し
て
も
、
対
象
施
設
の
指
定
と
い
う
手
続
を
経
る
た

め
、
ド
ロ
ー
ン
等
の
飛
行
が
禁
止
さ
れ
る
区
域
は
明
確
に
定
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

３　

特
定
秘
密
保
護
法

　

特
定
秘
密
保
護
法
は
、
特
定
秘
密
の
取
扱
い
の
業
務
に
従
事
す
る
者
が
そ
の
業
務
に
よ
り
知
得
し
た
特
定
秘
密
を
漏
ら
す
行
為

（
二
三
条
一
項
）、
同
法
の
規
定
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
特
定
秘
密
に
つ
い
て
、
当
該
提
供
の
目
的
で
あ
る
業
務
に
よ
り
当
該
特
定
秘
密

を
知
得
し
た
者
が
こ
れ
を
漏
ら
す
行
為
（
二
三
条
二
項
）、
一
定
の
目
的
で
特
定
秘
密
を
保
有
す
る
者
の
管
理
を
害
す
る
行
為
に
よ
り

特
定
秘
密
を
取
得
す
る
行
為
（
二
四
条
一
項
）
等
を
処
罰
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
同
法
は
、
特
定
秘
密
に
対
す
る
一
定
の
侵
害
を
処
罰
す
る
。

　

特
定
秘
密
の
指
定
等
に
つ
い
て
は
同
法
三
条
以
下
が
規
定
し
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う
文
言
は
三
条
一
項
が
規
定
す
る
別
表
に
お
い

て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
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同
法
三
条
一
項
は
「
行
政
機
関
の
長
…
…
は
、
当
該
行
政
機
関
の
所
掌
事
務
に
係
る
別
表
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ

て
、
公
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
の
う
ち
、
そ
の
漏
え
い
が
我
が
国
の
安
全
保
障
に
著
し
い
支
障
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
特

に
秘
匿
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
…
…
を
特
定
秘
密
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
」
と
規
定
し
、
別
表
四
号
は
「
テ
ロ
リ
ズ

ム
の
防
止
に
関
す
る
事
項
」
と
し
て
、
以
下
の
項
目
を
掲
げ
る
。

イ　

テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る
被
害
の
発
生
若
し
く
は
拡
大
の
防
止
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
防
止
」
と
い
う
。）
の
た
め

の
措
置
又
は
こ
れ
に
関
す
る
計
画
若
し
く
は
研
究

ロ　

テ
ロ
リ
ズ
ム
の
防
止
に
関
し
収
集
し
た
国
民
の
生
命
及
び
身
体
の
保
護
に
関
す
る
重
要
な
情
報
又
は
外
国
の
政
府
若
し
く
は
国
際

機
関
か
ら
の
情
報

ハ　

ロ
に
掲
げ
る
情
報
の
収
集
整
理
又
は
そ
の
能
力

ニ　

テ
ロ
リ
ズ
ム
の
防
止
の
用
に
供
す
る
暗
号

　

こ
の
よ
う
に
、
同
法
は
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う
文
言
を
特
定
秘
密
と
し
て
指
定
す
べ
き
情
報
を
限
定
す
る
た
め
の
実
体
要
件
と
し
て

は
用
い
て
い
る
も
の
の
、
同
法
が
規
定
す
る
犯
罪
類
型
は
い
ず
れ
も
指
定
さ
れ
た
特
定
秘
密
に
対
す
る
侵
害
を
処
罰
す
る
形
式
で
規

定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
同
法
も
テ
ロ
リ
ズ
ム
定
義
の
困
難
さ
が
処
罰
範
囲
の
明
確
性
を
害
す
る
こ
と
の
な
い
規
定
ぶ
り
と

な
っ
て
い
る
と
評
価
で
き
る）（（
（

。

４　

小
括

　

こ
こ
ま
で
、
犯
罪
を
規
定
す
る
に
際
し
条
文
上
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う
文
言
を
用
い
る
場
合
と
し
て
、
組
織
犯
罪
処
罰
法
、
ド
ロ
ー

ン
等
禁
止
法
、
特
定
秘
密
保
護
法
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
ぶ
り
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
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こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う
文
言
の
曖
昧
さ
が
、
処
罰
範
囲
に
直
接
影
響
し
な
い
形
で
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
評
価
し
た
ポ
イ
ン
ト
を
簡
潔
に
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
こ
と
と
な

る
。

　

ま
ず
、
組
織
犯
罪
処
罰
法
に
つ
い
て
は
、
同
法
が
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
集
団
そ
の
他
の
組
織
犯
罪
集
団
」
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、

「
テ
ロ
リ
ズ
ム
集
団
」
は
「
組
織
的
犯
罪
集
団
」
の
一
例
で
あ
る
か
ら
、
処
罰
範
囲
の
明
確
性
は
「
組
織
的
犯
罪
集
団
」
と
い
う
文

言
の
明
確
性
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
、「
テ
ロ
リ
ズ
ム
集
団
」
と
い
う
文
言
の
明
確
性
に
直
接
は
影
響
さ
れ
な
い
。

　

次
に
、
ド
ロ
ー
ン
等
禁
止
法
お
よ
び
特
定
秘
密
保
護
法
は
、
い
ず
れ
も
、
対
象
施
設
あ
る
い
は
特
定
秘
密
と
し
て
指
定
す
る
手
続

を
経
る
。
こ
の
た
め
、
対
象
施
設
／
特
定
秘
密
と
し
て
指
定
す
る
前
提
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う
文
言
の
曖
昧

さ
は
、
処
罰
範
囲
の
不
明
確
さ
に
結
び
つ
い
て
い
な
い
。

　

裏
を
返
せ
ば
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う
文
言
を
用
い
て
犯
罪
を
規
定
す
る
際
に
、
例
示
と
し
て
用
い
る
の
で
は
な
く
、
か
つ
、
ド

ロ
ー
ン
等
禁
止
法
や
特
定
秘
密
保
護
法
に
お
け
る
指
定
手
続
を
欠
く
場
合
に
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
定
義
の
困
難
さ
が
問
題
と
し
て
顕
在

化
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
に
あ
る
法
文
は
、
筆
者
の
調
査
に
よ
っ
て
は
現
行
法
に
お
い
て
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

今
後
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
立
法
に
お
い
て
も
そ
の
規
定
ぶ
り
に
配
慮
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

な
お
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う
文
言
そ
の
も
の
を
用
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
も
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

同
法
は
、「
公
衆
又
は
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
外
国
政
府
等
（
外
国
の
政
府
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
又
は
条
約
そ
の

他
の
国
際
約
束
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
国
際
機
関
を
い
う
。）
を
脅
迫
す
る
目
的
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
犯
罪
行
為
」
で
あ
っ
て
同
法
一
条
各

号
が
列
挙
す
る
行
為）（（
（

の
う
ち
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
」
と
し
（
一
条
）、
こ
の
「
公
衆
等

脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
」
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
者
に
よ
る
資
金
等
を
提
供
さ
せ
る
行
為
（
二
条
）
お
よ
び
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
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罪
行
為
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
者
以
外
の
者
に
よ
る
資
金
等
の
提
供
等
（
三
条
）
を
処
罰
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
規
定
ぶ
り
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う
文
言
を
使
用
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
、「
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
」

を
同
法
一
条
に
お
い
て
定
義
す
る
こ
と
に
よ
り
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
た
め
の
資
金
提
供
等
の
処
罰
範
囲
を
明
確
化
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

　

テ
ロ
資
金
提
供
処
罰
法
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
規
定
ぶ
り
も
、
今
後
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
立
法
に
お
い
て
採
ら
れ
る
べ
き
立
法
技

術
の
ひ
と
つ
と
い
え
よ
う
。

三　

政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
テ
ロ
リ
ズ
ム

　

わ
が
国
の
法
令
に
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う
文
言
を
用
い
、
こ
れ
に
対
応
す
る
た
め
の
組
織
を
置
く
規
定
も
存
す
る
。

　

た
と
え
ば
、
警
察
庁
組
織
令
（
昭
和
二
九
年
政
令
一
八
〇
号
）
は
、
外
事
情
報
部
に
「
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
課
」
を
置
く
こ
と
と

し
（
三
六
条
二
項
）、
さ
ら
に
、（
三
六
条
一
項
に
よ
っ
て
置
か
れ
る
）
警
備
課
の
所
掌
事
務
と
し
て
「
特
定
物
質
…
…
及
び
特
定
病
原

体
等
…
…
を
使
用
し
た
テ
ロ
リ
ズ
ム
（
広
く
恐
怖
又
は
不
安
を
抱
か
せ
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
行
わ
れ
る

政
治
上
そ
の
他
の
主
義
主
張
に
基
づ
く
暴
力
主
義
的
破
壊
活
動
を
い
う
。
…
…
）
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
特
定
物
質
及
び

特
定
病
原
体
等
の
防
護
に
関
す
る
こ
と
」（
三
九
条
四
号
）
を
、
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
課
の
所
掌
事
務）（（
（

と
し
て
「
外
国
人
又
は
そ
の

活
動
の
本
拠
が
外
国
に
在
る
日
本
人
に
よ
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
警
備
情
報
の
収
集
及
び
整
理
そ
の
他
こ
れ
ら
の
活
動
に
関
す
る

警
備
情
報
に
関
す
る
こ
と
」（
四
一
条
一
号
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
掲
げ
る
。

　

ま
た
、
海
上
保
安
庁
組
織
規
則
（
平
成
一
三
年
国
交
省
令
四
号
）
二
一
条
二
号
は
、
警
備
救
難
部
に
置
か
れ
る
警
備
情
報
課
の
所
掌

事
務
に
、「
二　

テ
ロ
リ
ズ
ム
（
広
く
恐
怖
又
は
不
安
を
抱
か
せ
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
行
わ
れ
る
政
治

上
そ
の
他
の
主
義
主
張
に
基
づ
く
暴
力
主
義
的
破
壊
活
動
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
そ
の
他
の
我
が
国
の
公
安
を
害
す
る
活
動
に
関
す
る



20

法学研究 91 巻 5 号（2018：5）

犯
罪
で
あ
っ
て
、
外
国
人
又
は
そ
の
活
動
の
本
拠
が
外
国
に
在
る
日
本
人
に
係
る
も
の
の
う
ち
、
海
上
に
お
け
る
も
の
の
捜
査
及
び

こ
れ
ら
に
係
る
犯
人
又
は
被
疑
者
の
逮
捕
に
関
す
る
こ
と
」
を
定
め
、
同
規
則
八
一
条
の
四
第
二
号
も
管
区
海
上
保
安
本
部
に
置
か

れ
る
警
備
情
報
課
の
所
掌
事
務
を
同
様
に
規
定
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
警
察
等
の
内
部
に
一
定
の
部
局
を
置
く
に
際
し
、
そ
の
所
掌
事
務
を
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
文
言
を
用
い
て
定
め
る
場
合

が
あ
る）（（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
組
織
法
上
の
諸
規
定
は
、
関
係
す
る
作
用
法
に
よ
っ
て
警
察
／
海
上
保
安
庁
に
与
え
ら
れ
て
い
る
権
限
を
警
察
／
海

上
保
安
庁
内
の
ど
の
部
局
が
所
掌
す
る
か
定
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
す
で
に
テ
ロ
リ
ズ
ム
以
外
に
対
し
て
も
許
さ
れ
て
い
る
手
段

（
刑
事
実
体
法
の
規
定
、
刑
事
手
続
法
の
規
定
、
そ
の
他
の
政
策
手
法
）
を
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
と
し
て
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
す
る
も
の
に
す

ぎ
な
い
。

　

こ
の
た
め
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
定
義
の
困
難
さ
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
規
定
が
許
さ
れ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
に
の
み
用
い
る
と
し
て
新
た
な
政
策
遂
行
手
法
（
捜
査
手
法
を
含
む
）
を
創
設
す

る
こ
と
と
は
、
慎
重
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
テ
ロ
リ
ズ
ム
定
義
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
テ
ロ
リ
ズ
ム
対

策
に
の
み
用
い
る
」
と
い
う
限
定
は
、
実
際
は
な
い
に
等
し
い
。
こ
の
た
め
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
の
名
の
下
に
新
た
な
政
策
遂
行
手

法
を
創
設
す
る
こ
と
の
是
非
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
と
し
て
適
切
か
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
当
該
手
法
が
有
す
る
侵
害
性

が
（
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
で
は
な
い
場
面
も
含
め
、
一
般
に
）
許
容
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
も
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ⅳ　

ま
と
め
に
か
え
て

一　

残
さ
れ
た
問
題
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本
稿
で
は
、
米
国
に
お
け
る
研
究
を
参
照
し
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
定
義
の
困
難
さ
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
の
困
難
さ
が
犯
罪
類
型
の
規

定
に
与
え
る
影
響
等
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

　

刑
事
法
の
領
域
で
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
論
ず
る
際
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
定
義
の
困
難
さ
と
の
関
係
で
問
題
と
な
り
得
る
場
面
と
し
て
、
前
述

し
た
と
こ
ろ
の
ほ
か
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
法
定
刑
を
加
重
す
る
こ
と
の
是
非
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
で
あ
る
こ
と
を
量
刑
事
情
と
し
て

考
慮
す
る
こ
と
の
是
非
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
特
別
な
捜
査
手
法
や
手
続
を
認
め
る
こ
と
の
是
非
等
が
あ
る
。

　

仮
に
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
法
定
刑
を
加
重
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
加
重
類
型
は
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う
文
言
に
よ
っ
て

処
罰
範
囲
が
画
さ
れ
る
よ
う
規
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
法
定
刑
を
加
重
す

る
場
合
、
加
重
事
由
は
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う
文
言
を
用
い
ず
に
規
定
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う
文
言
を
用
い
る

に
し
て
も
、
当
該
文
言
を
処
罰
範
囲
に
直
接
影
響
し
な
い
か
た
ち
で
用
い
る
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
定
義
す
る
等
し
て
処
罰
範
囲
を
明
確

化
す
る
措
置
が
執
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
法
定
刑
を
加
重
す
る
こ

と
が
適
切
で
あ
る
か
否
か
が
、
問
題
と
な
る
こ
と
も
当
然
で
あ
る
。
テ
ロ
リ
ズ
ム
で
あ
る
こ
と
を
量
刑
事
情
と
し
て
考
慮
す
る
こ
と

の
是
非
を
検
討
す
る
際
に
も
、
法
定
刑
の
加
重
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
と
同
様
の
検
討
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

テ
ロ
リ
ズ
ム
を
理
由
と
し
た
法
定
刑
や
量
刑
の
加
重
に
つ
い
て
は
、18 U

.S.C. 

§2332b

（c

）（1

）が
、
同
条
に
違
反
し
た
者
に
対

す
る
重
い
刑
罰
を
定
め
て
い
る
こ
と）（（
（

や
、
連
邦
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
つ
き
、
犯
罪
レ
ベ
ル
を
引
き
上
げ
る
と
し

て
い
る
こ
と
が）（（
（

、
議
論
の
手
が
か
り
と
し
て
参
考
に
な
る
と
―
―
さ
ら
な
る
調
査
を
要
す
る
も
の
の
現
在
の
と
こ
ろ
―
―
考
え
て
い

る
。

　

ま
た
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
特
別
な
捜
査
手
法
や
手
続
を
認
め
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
論
ず
る
際
に
は
、
ひ
と
く
ち
に
「
特

別
な
捜
査
手
法
や
手
続
を
認
め
る
」
と
言
っ
て
も
、
米
国
の
例
に
見
る
よ
う
に
そ
の
内
容
は
様
々
で
あ
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る）（（
（

。
こ
の
た
め
、
問
題
と
な
る
捜
査
手
法
・
手
続
ご
と
に
そ
の
是
非
を
個
別
具
体
的
に
精
査
す
べ
き
こ
と
と
な
ろ
う
。
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二　

社
会
に
対
す
る
影
響

　

テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う
文
言
の
曖
昧
さ
は
、
社
会
的
な
混
乱
を
惹
き
起
こ
し
得
る
。

　

米
国
で
は
、
二
〇
一
七
年
八
月
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ツ
ヴ
ィ
ル
で
、
白
人
至
上
主
義
者
が
、
極
右
集
会
に
抗
議
し
て

い
た
者
ら
を
自
動
車
で
故
意
に
は
ね
、
一
名
を
死
亡
さ
せ
一
九
人
を
負
傷
さ
せ
る
と
い
う
事
件
が
生
じ
た
。
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ

大
統
領
は
こ
の
事
件
を
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
は
呼
ば
ず）（（
（

（
さ
ら
に
、
同
事
件
を
非
難
す
る
ま
で
時
間
が
か
か
っ
た
こ
と
や）

（（
（

、
そ
の
後
の
記
者
会

見
で
極
右
集
会
を
開
い
た
白
人
至
上
主
義
者
ら
と
抗
議
者
ら
を
「
ど
っ
ち
も
ど
っ
ち
」
と
評
し
た
こ
と
も
あ
り）

（（
（

）、
批
判
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た）（（
（

。

　

さ
ら
に
、
同
年
一
〇
月
、
ネ
ヴ
ァ
ダ
州
ラ
ス
・
ヴ
ェ
ガ
ス
で
五
八
人
が
死
亡
し
五
四
七
人
が
負
傷
す
る
凄
惨
な
銃
乱
射
事
件

（m
ass shooting

）
が
生
じ
た
が
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
同
事
件
を 

“pure evil

”（
純
然
た
る
悪
、
悪
の
権
化
）
と
評
し
た
に
止
ま
り
、

テ
ロ
リ
ズ
ム
と
は
呼
ば
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
も
、
同
事
件
を
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
呼
ぶ
べ
き
か
否
か
、
議
論
を
呼
ん
だ）（（
（

。

　

あ
る
文
言
が
社
会
に
お
い
て
多
義
的
に
使
わ
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
。
ま
た
、
多
く
の
場
合
、
あ
る
文
言
が
社
会
に
お
い
て
多

義
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
、
敢
え
て
問
題
と
す
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
専
門
家
が
あ
る
文
言
や
概
念
を
多
義
的
に
用
い
て
も
、
多
く
の
場
合
、
社
会
に
対
し
て
直
接
の
影
響
を
も
た
ら
す
と
は

思
わ
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
共
謀
共
同
正
犯
に
お
け
る
「
共
謀
」
と
い
う
概
念
が
多
義
的
に
用
い
ら
れ
た
と
し
て
も
、
社
会
は
こ
の

こ
と
に
対
し
わ
ず
か
な
関
心
す
ら
抱
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
は
、
し
ば
し
ば
世
間
の
耳
目
を
集
め
、
市
井
の
人
々
の
強
い
反
応
を
惹
起
す
る
。
こ
の
た
め
、
テ
ロ
リ
ズ

ム
と
い
う
文
言
が
多
義
的
に
定
義
さ
れ
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
該
当
す
る
か
否
か
が
恣
意
的
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
―
―
た
と
え
ば
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
乱
射
事
件
を
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
呼
び
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
よ
る
そ
れ
を
単
に
乱
射
事
件
と
呼
ぶ
こ
と
―
―

は
、
社
会
に
存
在
す
る
溝
を
さ
ら
に
深
い
も
の
と
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
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社
会
の
分
断
に
対
処
す
る
こ
と
は
、
刑
事
法
の
主
要
な
任
務
で
は
な
い
。
刑
事
法
の
任
務
は
、
あ
く
ま
で
も
、
生
じ
て
し
ま
っ
た

事
件
を
事
後
的
に
処
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、
将
来
の
事
件
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
刑
事
法
学
（
あ
る
い
は

法
律
学
）
が
社
会
の
分
断
を
生
ぜ
し
め
、
あ
る
い
は
、
既
に
存
在
す
る
社
会
の
分
断
を
助
長
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　

刑
事
法
学
（
あ
る
い
は
法
律
学
）
上
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
定
義
・
対
策
も
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
定
義
が
こ
の
よ
う
な
分
断
を
生
じ
さ
せ

得
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
慎
重
に
―
―
場
合
に
よ
っ
て
問
題
を
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う
形
で
切
り
取
ら
ず
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
手
段
た
る
犯

罪
に
対
す
る
対
策
を
推
進
す
る
と
い
う
選
択
も
含
め
て）（（
（

―
―
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
1
）　See J ERO

M
E P. B

JELO
PERA, C

O
N
G. R

ESEA
RCH S

ERV., R41（80, T
H
E F

ED
ERA

L B
U
REA

U O
F I N

V
EST

IGA
T
IO
N A

N
D T

ERRO
RISM 

I N
V
EST

IGA
T
IO
N
S, https://fas.org/sgp/crs/terror/R41（80.pdf 

（2013

） （last visited D
ec. 15, 201（

）（
同
報
告
書
は
、
九
一
一

テ
ロ
攻
撃
が
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
、
法
執
行
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
大
き
な
失
敗
か
ら
生
じ
た
と
し
た
上
で
、
九
一
一
以
降
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
が
テ

ロ
リ
ズ
ム
対
策
を
効
果
的
に
行
い
得
る
よ
う
行
っ
て
き
た
組
織
改
編
と
こ
れ
に
対
す
る
米
国
内
で
の
議
論
を
概
観
す
る
）; Christopher 

A
. Shields et al., Prosecuting T

errorism
 post-9/11: Im

pact of Policy Changes on Case O
utcom

es, in T
H
E H

A
N
D
BO
O
K 

O
F T

H
E C

RIM
IN
O
LO
GY O

F T
ERRO

RISM 495 

（Gary LaFree &
 Joshua D

. Freilich eds., 1st ed., 201（

）（
同
論
文
は
、
過
去
三
五

年
の
米
国
に
お
け
る
対
テ
ロ
リ
ズ
ム
政
策
は
、
次
々
と
変
容
す
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
あ
り
方
に
対
応
し
て
変
更
さ
れ
て
き
た
と
し
た
上
で
、

九
一
一
後
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
の
主
眼
が
リ
ア
ク
テ
ィ
ヴ
な
捜
査
か
ら
プ
ロ
ア
ク
テ
ィ
ヴ
な
予
防
へ
移
っ
た
様
を
描
い
て
い
る
）.

　
　

さ
ら
に
、
横
大
道
聡
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
テ
ロ
対
策
法
制
と
そ
の
変
容
」
大
沢
秀
介
＝
新
井
誠
＝
横
大
道
聡
編
著
『
変
容
す
る
テ
ロ

リ
ズ
ム
と
法
』（
二
〇
一
七
年
）
三
頁
以
下
参
照
。

（
2
）　E

RIK L
U
N
A &

 W
A
Y
N
E M

c CO
RM
A
CK, T

H
E L

A
W O

F T
ERRO

RISM 3 （201（
）.

（
3
）　

大
沢
秀
介
「
は
し
が
き
」
大
沢
＝
新
井
＝
横
大
道
・
前
掲
注
（
1
）
ⅰ
頁
は
、「
各
国
で
生
じ
て
い
る
テ
ロ
事
件
を
単
に
一
時
的
な

偶
発
的
性
質
の
も
の
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
社
会
に
と
っ
て
大
き
な
新
し
い
変
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
」
を

示
し
て
い
る
。
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（
4
）　

拙
稿
「
共
謀
罪
あ
る
い
は
『
テ
ロ
等
組
織
犯
罪
準
備
罪
』
に
つ
い
て
」
慶
應
法
学
三
七
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
五
一
頁
以
下
、
同

「
組
織
犯
罪
処
罰
法
六
条
の
二
第
一
項
の
罪
に
か
か
る
限
定
解
釈
の
試
み
」
法
律
時
報
一
一
一
五
号
（
二
〇
一
七
年
）
九
一
頁
以
下
参
照
。

（
5
）　

大
沢
秀
介
＝
小
山
剛
編
『
市
民
生
活
の
自
由
と
安
全
』（
二
〇
〇
六
年
）、
大
沢
＝
新
井
＝
横
大
道
・
前
掲
注
（
1
）、「
特
集
・
テ
ロ

と
非
常
事
態
を
考
え
る
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
四
頁
以
下
等
。
な
お
、
国
際
人
権
法
研
究
者
ら
に
よ
る
も
の
と
し

て
、
初
川
満
編
『
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
法
的
規
制
』（
二
〇
〇
九
年
）
が
あ
る
。

（
6
）　

な
お
、
わ
が
国
で
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
定
義
を
そ
の
沿
革
か
ら
論
ず
る
も
の
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
、
初
川
満
「
国
際
社
会
と
テ
ロ
規
制

措
置
」
初
川
・
前
掲
注
（
5
）
二
一
頁
以
下
参
照
。

（
（
）　L

U
N
A &

 M
c CO

RM
A
CK, supra note 2, at 4; see also N

icholas J. Perry, T
he N

um
erous Federal Legal D

efinitions of 
T

errorism
: T

he Problem
 of too M

any Grails, 30 J. L
EGIS. 249 （2004

）, http://scholarship.law
.nd.edu/jleg/vol30/iss2/3 

（last visited D
ec. 15, 201（

）.

　
　

後
者
は
、
連
邦
法
上
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
二
二
も
の
異
な
っ
た
定
義
が
存
す
る
と
指
摘
す
る
（id., at 2（3

）。

（
8
）　L

U
N
A &

 M
c CO

RM
A
CK, supra note 2, at 4-5.

（
9
）　P

H
ILIP H

EY
M
A
N
N, T

ERRO
RISM A

N
D A

M
ERICA: A

 C
O
M
M
O
N
SEN

SE, S
T
RA
T
EGY FO

R A D
EM
O
CRA

T
IC S

O
CIET

Y 9 （1998

）.

（
10
）　M

ICH
A
EL W

A
LZER, T

H
IN
K
IN
G P

O
LIT
ICA
LLY: E

SSA
Y
S IN P

O
LIT
ICA
L T

H
EO
RY 264 （200（

）.

（
11
）　Brian M

ichael Jenkins, T
he Study of T

errorism
: D

efinitional Problem
s 2-3 

（RA
N

D
 Paper Series N

o. P-6563, 
1980

）.

（
12
）　B

RU
CE A

CK
ERM

A
N, B

EFO
RE T

H
E N

EX
T A

T
T
A
CK: P

RESERV
IN
G C

IV
IL L

IBERT
IES IN A

N A
GE O

F T
ERRO

RISM 13 （2006

）.

（
13
）　B

RU
CE H

O
FFM

A
N, I N

SID
E T

ERRO
RISM 40-41 （2006

）.

（
14
）　A

LEX P. S
CH
M
ID &

 R
O
N
A
LD D

. C
RELIN

ST
EN, W

EST
ERN R

ESPO
N
SES T

O T
ERRO

RISM 13 （1993

）.

（
15
）　

国
家
の
た
め
に
行
為
す
る
者
。

（
16
）　A
LEX P. S

CH
M
ID &

 A
LBERT J. J O

N
GM
A
N, P

O
LIT
ICA
L T

ERRO
RISM: A

 N
EW G

U
ID
E T

O A
CT
O
RS, A

U
T
H
O
RS, C

O
N
CEPT

S, D
A
T
A 

B
A
SES, T

H
EO
RIES A

N
D L

IT
ERA

T
U
RE 28 （2nd ed. 2005

）.

（
1（
）　Leonard W

einberg et al., T
he Challenges of Conceptualizing T

errorism
, 16 T

ERRO
RISM &

 P
O
L. V

IO
LEN

CE （（（, （86 
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（2004

）.
（
18
）　Convention for the Prevention and Punishm

ent of T
errorism

, N
ov. 16, 193（, 19 L.N

.T
.S. 23.

も
っ
と
も
、
こ
の
草

案
は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

（
19
）　

訳
は
外
務
省
に
よ
る
。http://w

w
w

.m
ofa.go.jp/m

ofaj/gaiko/treaty/pdfs/t_020412.pdf 

（
最
終
閲
覧
二
〇
一
七
年
一
二
月

一
五
日
）。

　
　

な
お
、
同
条
約
は
、
九
つ
の
条
約
等
（
航
空
機
の
不
法
な
奪
取
の
防
止
に
関
す
る
条
約
等
）
の
適
用
の
対
象
と
な
り
、
か
つ
、
当
該
い

ず
れ
か
の
条
約
に
定
め
る
犯
罪
を
構
成
す
る
行
為
に
つ
い
て
、
犯
罪
化
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
（
同
条
約
二
条
一
項
（
ａ
））。

（
20
）　T

errorism
 A

ct, 2000, c. 11, 

§1（1

）. 

同
法
は
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
行
為
・
脅
迫
が
、
人
に
対
す
る
深
刻
な
暴
力
、
財
産
に
対
す

る
深
刻
な
損
害
、
電
子
装
置
に
よ
る
妨
害
（interference w

ith electronic system

）、
公
衆
の
衛
生
も
し
く
は
健
康
に
対
す
る
深
刻

な
危
険
の
創
出
を
伴
う
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
た
。

　
　

な
お
、
英
国
に
お
け
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
法
制
に
つ
い
て
は
、
渡
井
理
佳
子
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
テ
ロ
対
策
法
制
」
大
沢
＝
小
山
・

前
掲
注
（
5
）
七
三
頁
以
下
、
初
川
「
英
国
テ
ロ
規
制
法
の
分
析
」
初
川
・
前
掲
注
（
5
）
一
二
一
頁
以
下
、
江
島
晶
子
「
イ
ギ
リ
ス
に

お
け
る
テ
ロ
対
策
法
制
と
人
権
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
五
七
頁
以
下
、
岩
切
大
地
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
テ
ロ
対

策
法
制
と
そ
の
変
容
」
大
沢
＝
新
井
＝
横
大
道
・
前
掲
注
（
1
）
二
五
七
頁
以
下
等
参
照
。

（
21
）　

同
法
は
後
に
、T
errorism

 A
ct 2006, c. 11, 

§34

お
よ
びCounter-T

errorism
 A

ct 2008, c. 28 

§§（5

（1

）（2

）（a

）, 100

（5

）

に
よ
り
改
正
さ
れ
た
。

（
22
）　Code Pénal art. 421-1. 

　
　

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
法
制
に
つ
い
て
は
、
新
井
誠
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
テ
ロ
対
策
法
制
」
大
沢
＝
小
山
・

前
掲
注
（
5
）
一
二
三
頁
以
下
、
同
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
テ
ロ
対
策
法
制
と
そ
の
変
容
」
大
沢
＝
新
井
＝
横
大
道
・
前
掲
注
（
1
）
九

三
頁
以
下
、
奥
村
公
輔
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
テ
ロ
対
策
と
緊
急
事
態
『
法
』
の
現
況
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
四

一
頁
以
下
等
参
照
。

（
23
）　

他
者
の
生
命
・
身
体
へ
の
攻
撃
、
誘
拐
、
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
、
一
定
の
財
産
犯
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
、
解
散
さ
せ
ら
れ
た
組
織
・
運

動
に
よ
り
行
わ
れ
た
犯
罪
、
武
器
・
爆
発
物
を
用
い
た
各
種
犯
罪
、
マ
ネ
ー
・
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
、
食
品
お
よ
び
水
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の
汚
染
等
。

（
24
）　L

U
N
A &

 M
c CO

RM
A
CK, supra note 2, at （-8; see also Perry, supra note （, at 269.

　
　

さ
ら
に
、
初
川
満
「
国
際
社
会
と
テ
ロ
規
制
措
置
」
初
川
・
前
掲
注
（
5
）
二
一
頁
以
下
、
同
「
英
国
テ
ロ
規
制
法
の
分
析
」
同
書
一

三
七
頁
以
下
、
益
田
哲
夫
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
テ
ロ
規
制
法
の
分
析
」
同
書
二
〇
四
頁
以
下
も
参
照
。

（
25
）　L

U
N
A &

 M
c CO

RM
A
CK, supra note 2, at 8. 

同
書
は
、
さ
ら
に
、
武
器
を
持
っ
て
い
な
い
軍
人
や
非
番
の
軍
人
の
例
も
掲
げ
て
い

る
。

（
26
）　

ル
ナ
と
マ
コ
ー
マ
ッ
ク
は
、
元
・
国
家
安
全
保
障
顧
問
ズ
ビ
グ
ネ
フ
・
ブ
レ
ジ
ン
ス
キ
ー
の
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
人
々
を
殺
す
た
め
の

方
法
と
定
義
す
る
こ
と
は
、
誰
が
敵
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
い
」
と
す
る
発
言
（Zbigniew

 Brzezinski, 149 C
O
N
G. R

EC. 
S31866 （daily ed. N

ov. 25, 2003

））
を
引
用
す
る
。

（
2（
）　

ル
ナ
と
マ
コ
ー
マ
ッ
ク
は
、
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
に
よ
る
こ
と
ば
（M

ICH
A
EL W

A
LZER, J U

ST A
N
D U

N
JU
ST W

A
RS: A

 
M
O
RA
L A

RGU
M
EN
T W

IT
H H

IST
O
RICA

L I LLU
ST
RA
T
IO
N
S 254 

（4th ed. 2006

）. 

な
お
、
同
書
の
邦
訳
と
し
て
、
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ォ
ル

ツ
ァ
ー
（
萩
原
能
久
監
訳
）『
正
し
い
戦
争
と
不
正
な
戦
争
』（
二
〇
〇
八
年
）
が
あ
る
）
を
引
用
し
、
高
名
な
思
想
家
も
「
必
要
は
ル
ー

ル
を
知
ら
な
い
」
と
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
。L

U
N
A &

 M
c CO

RM
A
CK, supra note 2, at 8.

（
28
）　L

U
N
A &

 M
c CO

RM
A
CK, supra note 2, at 8-9.

（
29
）　

さ
ら
に
、U

nited States v. Y
ousef, 32（ F.3d 56, 10（ n.42 

（2d Cir. 2003

）
は
、
法
令
に
は
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
定
義
す
る
た

め
の
複
数
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
「
米
国
に
お
い
て
『
テ
ロ
リ
ズ
ム
』
あ
る
い
は
『
テ
ロ
リ
ス
ト
行
為
』
に
つ
い
て
支

配
的
な
定
義
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
し
た
。

（
30
）　U

.S. D
EPʼT O

F S
T
A
T
E, P

A
T
T
ERN

S O
F G

LO
BA
L T

ERRO
RISM 2002, at xiii （2003

）, http://w
w

w
.state.gov/j/ct/rls/crt/2002/

pdf/index.htm
 

（last visited D
ec. 15, 201（

）. 

同
報
告
書
は
、
本
文
中
に
掲
げ
た
よ
う
に
断
り
つ
つ
、
同
報
告
書
に
お
い
て
は
、22 

U
.S.C. 

§2656f（d

）
に
お
け
る
定
義
を
用
い
る
と
し
て
い
る
。

　
　

合
衆
国
法
典
二
二
編
は
「
国
外
関
係
お
よ
び
通
商
」
と
題
さ
れ
て
お
り
、
二
六
五
六
ｆ
条
が
含
ま
れ
る
三
八
章
は
国
務
省
に
つ
い
て
規

定
し
て
い
る
。
二
六
五
六
ｆ
条
は
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
年
次
報
告
書
に
つ
き
規
定
し
て
お
り
、
同
条
（
ｄ
）
項
（
2
）
号
が
、
テ
ロ
リ

ズ
ム
を
「
計
画
的
な
、
政
治
的
動
機
に
基
づ
く
暴
力
で
あ
っ
て
、
国
家
機
関
の
グ
ル
ー
プ
（subnational groups

）
も
し
く
は
秘
密
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エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
（clandestine agents

）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
。
通
常
は
、
大
衆
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
意
図
す
る
。」
と
規
定

し
て
い
る
。
同
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
米
国
政
府
は
、
一
九
八
三
年
以
来
、
統
計
分
析
の
た
め
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
こ
の
よ
う
な
定
義
を
採
用

し
て
い
る
。

　
　

な
お
、
国
務
省
は
前
記
報
告
書
を
議
会
に
提
出
す
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
（22 U

.S.C 

§2656f（a

））、
同
省
は
二
〇
〇
三
年
ま

で
は
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
パ
タ
ー
ン
」（P

A
T
T
ERN

S O
F G

LO
BA
L T

ERRO
RISM

）
と
題
し
た
報
告
書
を
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
現

在
に
至
る
ま
で
は
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
国
別
報
告
書
」（C
O
U
N
T
RY R

EPO
RT
S O
N T

ERRO
RISM

）
と
題
し
た
報
告
書
を
作
成
し
て
い
る

（see U
.S. D

epʼt of State, Country R
eports on T

errorism
, https://w

w
w

.state.gov/j/ct/rls/crt/132196.htm
 

（last 
visited D

ec. 15, 201（
））。

　
　

報
告
書
の
タ
イ
ト
ル
が
二
〇
〇
四
年
に
改
め
ら
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
はU

.S. D
epʼt of State, Background Inform

ation: 
Country R

eports on T
errorism

 and Patterns of G
lobal T

errorism
, https://w

w
w

.state.gov/j/ct/rls/crt/132196.htm
 

（last visited D
ec. 15, 201（

）
に
詳
し
い
が
、
ひ
と
こ
と
で
言
う
な
ら
、
二
〇
〇
四
年
に
情
報
活
動
改
革
テ
ロ
リ
ズ
ム
予
防
法

（Intelligence Reform
 and T

errorism
 Prevention A

ct

）
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
国
家
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
セ
ン
タ
ー
（N

ational 
Counterterrorism

 Center

）
が
「
ア
メ
リ
カ
政
府
が
有
す
る
全
て
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
情
報
を
分
析
し
統
合
す
る
」
と
さ
れ
た
こ
と
（
宮

田
智
之
「
米
国
に
お
け
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
」
外
国
の
立
法
二
二
八
号
（
二
〇
〇
六
年
）
六
二
頁
以
下
参
照
）
に
伴
い
、
同
セ
ン
タ
ー
創

設
以
前
の
報
告
書
と
区
別
す
る
等
の
目
的
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
31
）　F

ED. B
U
REA

U O
F I N

V
EST

IGA
T
IO
N, T

ERRO
RISM 2002-2005, at iv 

（2006

）, https://w
w

w
.fbi.gov/file-repository/stats-

services-publications-terrorism
-2002-2005-terror02_05.pdf 

（last visited D
ec. 15, 201（

）. 

同
報
告
書
は
、
本
文
中
に
掲
げ
た

よ
う
に
述
べ
、
さ
ら
に
連
邦
規
則
集
（Code of Federal Regulations

）
に
お
い
て
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
は
「
政
治
的
あ
る
い
は
社
会

的
な
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
、
政
府
、
大
衆
、
そ
れ
ら
の
一
部
を
威
迫
も
し
く
は
抑
圧
す
る
よ
う
な
、
力
あ
る
い
は
暴
力
の
不
法
な
行

使
（the unlaw

ful use of force and violence

）
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
32
）　See also E

LIZA
BET

H M
A
RT
IN, C

O
N
G. R

ESEA
RCH S

ERV., RS20021, 
“T ERRO

RISM

” A
N
D R

ELA
T
ED T

ERM
S IN S

T
A
T
U
T
E A

N
D 

R
EGU

LA
T
IO
N: S

ELECT
ED L

A
N
GU
A
GE, https://fas.org/sgp/crs/terror/RS21021.pdf （2006

） （last visited D
ec. 15, 201（

）.

　
　

同
報
告
書
は
、
連
邦
法
上
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
る
規
定
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ら
の
規
定
が
し
ば
し
ば
定
義
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規
定
を
伴
っ
て
い
る
か
他
の
規
定
に
関
す
る
定
義
規
定
を
準
用
し
て
い
る
こ
と
、
定
義
規
定
は
類
似
し
た
も
の
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
つ

つ
、
相
対
的
に
広
く
支
持
さ
れ
て
い
る
定
義
（the m

ore prevalent of the statutory definitions

）
と
し
て
八
ヶ
条
を
掲
げ
る
。

同
報
告
書
は
一
見
す
る
と
連
邦
法
上
有
力
な
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
定
義
が
存
す
る
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
同
報
告
書

が
八
ヶ
条
を
掲
げ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、「
よ
り
広
く
支
持
さ
れ
て
い
る
定
義
」
を
絞
り
込
む
こ
と
は
困
難
な
の
で
あ
る
。

（
33
）　L

U
N
A &

 M
c CO

RM
A
CK, supra note 2, at 9.

（
34
）　

合
衆
国
法
典
一
八
編
「
犯
罪
お
よ
び
刑
事
手
続
」
一
章
「
犯
罪
」
一
一
三
Ｂ
章
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
二
三
三
一
条
。

（
35
）　

な
お
、
同
条
は
一
八
編
一
章
「
犯
罪
」
中
に
置
か
れ
て
い
る
が
（
前
掲
注
（
34
）
参
照
）、
犯
罪
の
構
成
要
素
（elem

ents of 
crim

inal offenses
）
を
規
定
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　

ま
た
、
同
条
は
、
他
の
法
領
域
（
た
と
え
ば
、
危
険
な
生
物
兵
器
等
の
取
扱
に
関
す
る42 U

.S.C. 

§262a

（e

）（3

）（B

）（ii

）（II

）お
よ
び

（ U
.S.C. 

§8401

（e

）（3
）（B
）（ii

）（II

）、
米
国
民
に
対
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
賠
償
責
任
に
関
す
る18 U

.S.C. 

§2333

等
））

に
お
い
て
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
る
た
め
、
連
邦
法
に
お
い
て
最
も
重
要
な
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
定
義
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
さ
れ
る
。See 

Perry, supra note （, at 25（.

（
36
）　L

U
N
A &

 M
c CO

RM
A
CK, supra note 2, at 9.

（
3（
）　

合
衆
国
法
典
六
編
「
国
内
安
全
保
障
（dom

estic security

）」
一
章
「
国
土
安
全
保
障
機
構
（H

om
eland Security 

O
rganization

）」
八
節
「
非
連
邦
機
関
、
監
察
官
、
連
邦
シ
ー
ク
レ
ッ
ト
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
、
沿
岸
警
備
隊
と
の
連
繋
、
総
則

（Coordination w
ith N

on-Federal Entities; Inspector General; U
nited States Secret Service; Coast Guard; General 

Provisions

）」
Ｇ
款
「
効
果
的
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
る
反
テ
ロ
リ
ズ
ム
支
援
」
四
四
四
条
（
２
）
号
（
Ｂ
）。

（
38
）　L

U
N
A &

 M
c CO

RM
A
CK, supra note 2, at 9.

（
39
）　

合
衆
国
法
典
一
八
編
「
犯
罪
お
よ
び
刑
事
手
続
」
一
章
「
犯
罪
」
一
一
三
Ｂ
章
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
二
三
三
二
ｂ
条
。

（
40
）　

な
お
、
同
条
（
ｃ
）
項
（
１
）
号
は
、
同
条
に
違
反
し
た
者
は
以
下
の
よ
う
に
処
罰
さ
れ
る
と
規
定
し
て
い
る
。

（
Ａ
）　

殺
人
（killing

）、
あ
る
い
は
、
本
条
が
禁
ず
る
他
の
行
為
に
よ
っ
て
死
の
結
果
を
生
ぜ
し
め
た
場
合　
　

死
刑
あ
る
い
は
有

期
・
無
期
の
自
由
刑

（
Ｂ
）　

誘
拐　
　

有
期
・
無
期
の
自
由
刑
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（
Ｃ
）　

後
遺
症
の
残
る
傷
害
（m

aim
ing

）　　

三
五
年
以
下
の
自
由
刑

（
Ｄ
）　

凶
器
に
よ
る
暴
行
、
あ
る
い
は
、
深
刻
な
傷
害
を
負
わ
せ
た
暴
行　
　

三
〇
年
以
下
の
自
由
刑

（
Ｅ
）　

建
造
物
、
運
輸
機
関
、
そ
の
他
の
個
人
財
産
の
損
壊　
　

二
五
年
以
下
の
自
由
刑

（
Ｆ
）　

犯
罪
を
行
お
う
と
試
み
、
あ
る
い
は
、
共
謀　
　

当
該
犯
罪
が
行
わ
れ
た
場
合
に
科
さ
れ
得
る
刑
罰
を
上
限
と
す
る

（
Ｇ
）　

本
条
が
規
定
す
る
犯
罪
を
行
う
と
脅
迫　
　

一
〇
年
以
下
の
自
由
刑

（
41
）　

な
お
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
連
邦
犯
罪
と
し
て
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
加
重
処
罰
す
べ
き
旨
を
規
定
し
て
い
る
。See 

U
.S. S

EN
T
EN
CIN
G G

U
ID
ELIN

ES M
A
N
U
A
L 

§3A
1.4 at 361 （U

.S. S
EN
T
EN
CIN
G C

O
M
M

ʼN 2016

）. 

後
掲
注
（
56
）
も
参
照
。

（
42
）　

二
三
三
二
ｂ
条
（
ｇ
）
項
（
５
）
号
は
、
威
迫
も
し
く
は
抑
圧
に
よ
っ
て
政
府
の
活
動
に
影
響
を
与
え
よ
う
と
す
る
行
為
あ
る
い
は

報
復
し
よ
う
と
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、
同
条
（
ｇ
）
項
（
５
）
号
（
Ｂ
）
が
列
挙
す
る
規
定
に
反
す
る
行
為
を
「
連
邦
犯
罪
と
し
て
の
テ

ロ
リ
ズ
ム
」
に
該
当
す
る
と
定
義
す
る
。

（
43
）　

同
条
は
、
外
国
情
報
監
視
法
（FISA

; T
he Foreign Intelligence Surveillance A

ct of 19（8

）
に
お
け
る
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム

（international terrorism

）
に
つ
い
て
定
義
す
る
。

（
44
）　

な
お
、
捜
索
・
押
収
に
つ
い
て
規
定
す
る
連
邦
刑
事
訴
訟
規
則
四
一
条
は
、18 U

.S.C. 

§2331

に
お
け
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
定
義
を

準
用
し
（Fed. R. Crim

. R41

（a

）（2

）（D
））、
テ
ロ
リ
ズ
ム
（
国
内
・
国
際
い
ず
れ
も
）
に
つ
い
て
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
関
係
あ
る
行
為

が
生
じ
た
と
思
料
さ
れ
る
管
轄
地
域
に
権
限
を
有
す
る
連
邦
治
安
判
事
は
、
連
邦
法
執
行
官
あ
る
い
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
当
該
管

轄
内
の
み
な
ら
ず
管
轄
外
の
事
件
に
対
し
て
も
人
・
物
に
対
す
る
令
状
を
発
し
得
る
と
規
定
し
て
い
る
（R41

（b

）（3

））。

　
　

同
規
則
四
一
条
（
ｂ
）
項
（
３
）
号
は
、
二
〇
〇
一
年
愛
国
者
法
の
成
立
に
伴
い
、
改
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
45
）　

そ
の
余
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
本
稿
・
Ⅳ
一
参
照
。

（
46
）　

拙
稿
・
前
掲
注
（
4
）「
組
織
犯
罪
処
罰
法
六
条
の
二
第
一
項
の
罪
に
か
か
る
限
定
解
釈
の
試
み
」
九
二
頁
参
照
。

（
4（
）　

な
お
、
本
稿
で
は
「
組
織
的
犯
罪
集
団
」
と
い
う
文
言
の
明
確
性
は
検
討
し
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
4
）

「
組
織
犯
罪
処
罰
法
六
条
の
二
第
一
項
の
罪
に
か
か
る
限
定
解
釈
の
試
み
」
九
一
頁
以
下
参
照
。

（
48
）　

も
ち
ろ
ん
、
も
し
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
集
団
」
と
い
う
文
言
が
曖
昧
で
あ
れ
ば
、
こ
の
例
示
が
「
組
織
的
犯
罪
集
団
」
と
い
う
文
言
を
明

確
化
す
る
力
は
弱
い
。
し
か
し
、「
組
織
的
犯
罪
集
団
」
と
い
う
文
言
を
明
確
化
す
る
も
の
は
こ
の
例
示
の
み
と
は
限
ら
ず
、
他
の
文
言
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や
法
原
理
に
よ
っ
て
「
組
織
的
犯
罪
集
団
」
の
範
囲
が
明
確
に
定
ま
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。

（
49
）　

テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う
文
言
は
、
対
象
施
設
を
指
定
す
る
た
め
の
実
体
要
件
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

（
50
）　

な
お
、
同
法
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
「
政
治
上
そ
の
他
の
主
義
主
張
に
基
づ
き
、
国
家
若
し
く
は
他
人
に
こ
れ
を
強
要
し
、
又
は
社
会

に
不
安
若
し
く
は
恐
怖
を
与
え
る
目
的
で
人
を
殺
傷
し
、
又
は
重
要
な
施
設
そ
の
他
の
物
を
破
壊
す
る
た
め
の
活
動
を
い
う
」
と
定
義
す

る
が
（
六
条
一
項
）、
こ
の
定
義
は
、
処
罰
範
囲
を
画
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
対
象
施
設
と
し
て
指
定
す
べ
き
施
設
の
範
囲
を
限

定
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

（
51
）　

な
お
、
同
法
別
表
四
号
に
お
け
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
は
「
政
治
上
そ
の
他
の
主
義
主
張
に
基
づ
き
、
国
家
若
し
く
は
他
人
に
こ
れ
を
強

要
し
、
又
は
社
会
に
不
安
若
し
く
は
恐
怖
を
与
え
る
目
的
で
人
を
殺
傷
し
、
又
は
重
要
な
施
設
そ
の
他
の
物
を
破
壊
す
る
た
め
の
活
動
を

い
う
」（
同
法
一
二
条
二
項
一
号
参
照
）。

（
52
）　

人
を
殺
害
し
、
若
し
く
は
凶
器
の
使
用
そ
の
他
人
の
身
体
に
重
大
な
危
害
を
及
ぼ
す
方
法
に
よ
り
そ
の
身
体
を
傷
害
し
、
又
は
人
を

略
取
し
、
若
し
く
は
誘
拐
し
、
若
し
く
は
人
質
に
す
る
行
為
（
同
条
一
号
）、
航
行
中
の
航
空
機
を
墜
落
さ
せ
、
転
覆
さ
せ
、
若
し
く
は

覆
没
さ
せ
、
又
は
そ
の
航
行
に
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
等
の
行
為
（
同
条
二
号
）、
爆
発
物
を
爆
発
さ
せ
、
放
火
し
、
又
は
そ
の
他
同

条
三
号
イ
～
ホ
が
掲
げ
る
も
の
（
電
車
、
自
動
車
そ
の
他
の
人
若
し
く
は
物
の
運
送
に
用
い
る
車
両
で
あ
っ
て
、
公
用
若
し
く
は
公
衆
の

利
用
に
供
す
る
も
の
又
は
そ
の
運
行
の
用
に
供
す
る
施
設
等
）
に
重
大
な
危
害
を
及
ぼ
す
方
法
に
よ
り
、
こ
れ
を
破
壊
し
、
そ
の
他
こ
れ

に
重
大
な
損
傷
を
与
え
る
行
為
（
同
条
三
号
）。

（
53
）　

さ
ら
に
、
警
察
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
九
年
総
理
府
令
四
四
号
）
は
、
警
察
庁
警
備
局
外
事
情
報
部
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
課
に
国

際
テ
ロ
リ
ズ
ム
情
報
官
一
人
を
置
く
こ
と
と
し
（
五
三
条
一
項
）、
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
情
報
官
は
、
命
を
受
け
、
警
察
庁
組
織
令
四
一
条

一
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
（
同
条
二
項
）
と
規
定
す
る
。

（
54
）　

な
お
、
警
察
法
施
行
令
附
則
に
お
け
る
千
葉
県
警
察
に
関
す
る
特
例
附
則
二
三
号
は
、「
千
葉
県
警
察
の
地
方
警
察
職
員
た
る
警
察

官
の
定
員
の
基
準
は
、
成
田
国
際
空
港
に
係
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
が
行
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
当
分
の
間
、
別
表
第
二
千

葉
県
の
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
人
員
に
三
〇
〇
人
を
加
え
た
人
員
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

（
55
）　

前
掲
注
（
40
）
参
照
。

（
56
）　

同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
§3A

1.4

は
、18 U

.S.C. 

§2332b

（g

）（5

）
が
規
定
す
る
「
連
邦
犯
罪
と
し
て
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
、
犯
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罪
レ
ヴ
ェ
ル
（offense level

）
を
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。U
.S. S

EN
T
EN
CIN
G G

U
ID
ELIN

ES M
A
N
U
A
L 

§3A
1.4 

（U
.S. 

S
EN
T
EN
CIN
G C

O
M
M

ʼN 2016

）. 
　
　

同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、「
連
邦
犯
罪
と
し
て
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
含
む
重
罪
、
あ
る
い
は
、
連
邦
犯
罪
と
し
て
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
促
進
す

る
こ
と
を
意
図
し
た
重
罪
に
つ
い
て
は
、
一
二
レ
ヴ
ェ
ル
加
重
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
結
果
が
犯
罪
レ
ヴ
ェ
ル
が
三
二
に
達
し
な
い
場
合

は
、
レ
ヴ
ェ
ル
三
二
ま
で
加
重
す
る
」
と
規
定
す
る
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
連
邦
犯
罪
と
し
て
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
の
定
義
は
、18 

U
.S.C. 

§2332b
（g
）
に
従
う
（Id., com

m
ent. （n.1

））。

（
5（
）　

米
国
で
は
、
二
〇
〇
一
年
愛
国
者
法
の
成
立
に
伴
い
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
つ
き
連
邦
治
安
判
事
が
令
状
を
発
し
得
る
管
轄
に
つ
き
制
限

を
撤
廃
し
た
。
前
掲
注
（
44
）
参
照
。

　
　

ま
た
、18 U

.S.C. 
§2332b
（f

）
は
、
司
法
長
官
が
連
邦
犯
罪
と
し
て
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
つ
き
、
第
一
次
的
な
捜
査
責
任
を
負
う
と
す

る
。
前
掲
・
Ⅱ
二
３
参
照
。

（
58
）　

こ
れ
に
対
し
、
セ
ッ
シ
ョ
ン
ズ
司
法
長
官
は
、
同
事
件
を
ヘ
イ
ト
・
ク
ラ
イ
ム
で
あ
り
国
内
テ
ロ
リ
ズ
ム
（dom

estic 
terrorism

）
で
あ
る
と
し
た
。See Sari H

orw
itz, Sessions D

efends T
rum

pʼs R
esponse to Charlottesville V

iolence, T
H
E 

W
A
SH
IN
GT
O
N P

O
ST, A

ug. 14, 201（, https://w
w

w
.w

ashingtonpost.com
/w

orld/national-security/sessions-defends-
trum

ps-response-to-charlottesville-violence/201（/08/14/56e148e0-80e4-11e（-b359-15a361（c（6（b_story.htm
l 

（last 
visited D

ec. 15, 201（

）.

（
59
）　T

rum
p Condem

ns ̒
E

vil R
acism

ʼ in Charlottesville, B
BC, A

ug. 14, 201（, http://w
w

w
.bbc.com

/new
s/w

orld-us-
canada-4092（089 （last visited D

ec. 15, 201（

）.

（
60
）　Zachary Cohen, CBS Poll: M

ost A
m

ericans D
isapprove of T

rum
pʼs Charlottesville R

esponse, C
N
N, A

ug. 1（, 201（, 
https://w

w
w

.cnn.co.jp/usa/35105968.htm
l （last visited D

ec. 15, 201（

）.

（
61
）　

シ
ャ
ー
ロ
ッ
ツ
ヴ
ィ
ル
の
事
件
を
国
内
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
呼
ぶ
べ
き
だ
と
す
る
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、Peter Bergen, 

Charlottesville K
illing w

as an A
ct of D

om
estic T

errorism
, C
N
N, A

ug. 13, 201（, http://w
w

w
.cnn.com

/201（/08/13/
opinions/charlottesville-act-of-dom

estic-terrorism
-bergen/index.htm

l （last visited, D
ec. 15, 201（

）.

（
62
）　

二
〇
一
七
年
一
〇
月
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
生
じ
た
車
両
に
よ
る
突
入
事
件
（
八
人
が
死
亡
、
一
〇
人
以
上
が
負
傷
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し
た
）
は
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
称
さ
れ
た
が
、
ラ
ス
・
ヴ
ェ
ガ
ス
の
銃
撃
事
件
は
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
は
称
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
　

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
は
両
事
件
を
取
り
上
げ
、「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
で
の
攻
撃
は
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
。
で
は
、
ラ
ス
・

ヴ
ェ
ガ
ス
で
の
攻
撃
は
？
」
と
題
す
る
論
説
を
掲
載
し
た
（M

ax Fisher &
 A

m
anda T

aub, M
anhattan A

ttack Is Called 
T

errorism
. W

hat A
bout V

egas?, N
.Y

. T
IM
ES, N

ov. 1, 201（ 

（last visited, D
ec. 15, 201（

））。
同
論
説
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
か
否

か
は
一
般
に
動
機
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
と
し
つ
つ
、
近
時
の
イ
ス
ラ
ム
・
テ
ロ
リ
ズ
ム
（Islam

ist terrorism

）
は
、
個
人
が
遠
く

離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
鼓
舞
さ
れ
て
行
動
す
る
た
め
（conducted by individuals citing far-off inspiration

）、
テ
ロ
リ
ス
ト
と
精
神

的
な
障
害
が
あ
る
一
匹
狼
（disturbed loner

）
の
区
別
が
曖
昧
に
な
っ
て
お
り
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
該
当
す
る
か
否
か
は
当
該
事
象
を
見

る
人
次
第
で
あ
る
と
す
る
。

　
　

同
論
説
は
こ
こ
か
ら
、
し
ば
し
ば
、
大
量
殺
人
を
惹
起
し
た
者
が
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
る
場
合
は
被
疑
者
が
テ
ロ
リ
ス
ト
と
呼
ば
れ
、

そ
れ
以
外
の
者
は
「
乱
射
し
た
者
」（m

ass shooter

）
と
呼
ば
れ
る
と
す
る
（
な
お
、
一
九
八
二
年
以
後
の
米
国
に
お
け
る
乱
射
事
件

の
五
四
パ
ー
セ
ン
ト
は
、
白
人
男
性
に
よ
る
。See M

ark Follm
an, G

avin A
ronsen &

 D
eanna Pan, U

S M
ass Shootings, 

1982-2017: D
ata From

 M
other Jonesʼ Investigation, M

O
T
H
ER J O

N
ES, N

ov. 5, 201（, http://w
w

w
.m

otherjones.com
/

politics/2012/12/m
ass-shootings-m

other-jones-full-data/ 

（last visited D
ec. 15, 201（

）; John H
altiw

anger, W
hite M

en 
H

ave Com
m

itted M
ore M

ass Shootings than A
ny O

ther G
roup, N

EW
SW
EEK, O

ct. 2, 201（,  http://w
w

w
.new

sw
eek.

com
/w

hite-m
en-have-com

m
itted-m

ore-m
ass-shootings-any-other-group-6（5602 （last visited D

ec. 15, 201（

））。

　
　

ラ
ス
・
ヴ
ェ
ガ
ス
で
の
事
件
を
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
呼
ぶ
べ
き
か
に
言
及
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
論
説
と
し
て
、
さ
ら
に
、

M
asha Gessen, W

hy W
e Should R

esist Calling the Las V
egas Shooting 

“Terrorism

”,  N
EW Y

O
RK
ER, O

ct. 3, 201（, 
https://w

w
w

.new
yorker.com

/new
s/new

s-desk/w
hy-w

e-should-resist-calling-the-las-vegas-shooting-terrorism
 

（last 
visited D

ec. 15, 201（

）
が
あ
る
。
同
論
説
は
、
ラ
ス
・
ヴ
ェ
ガ
ス
の
事
件
は
政
治
的
な
動
機
に
基
づ
い
て
い
な
い
点
で
テ
ロ
で
は
な

い
と
す
る
。
さ
ら
に
、
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ツ
ヴ
ィ
ル
で
の
事
件
は
政
治
的
動
機
に
基
づ
く
が
、
攻
撃
の
直
接
の
対
象
と
な
っ
た
者
以
外
に
対
し

恐
怖
等
を
植
え
付
け
る
目
的
を
有
し
な
い
点
で
テ
ロ
で
は
な
い
と
す
る
。

（
63
）　

井
上
典
之
「
ド
イ
ツ
の
テ
ロ
対
策
・
予
防
の
た
め
の
法
制
度
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
四
九
頁
は
、
ド
イ
ツ
で

は
、「
テ
ロ
対
策
の
法
整
備
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
を
政
治
的
な
い
し
宗
教
的
な
思
想
を
背
景
と
す
る
活
動
と
と
ら
え
、
そ
れ
に
対
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す
る
予
備
的
規
制
を
か
け
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
あ
く
ま
で
も
犯
罪
行
為
の
一
種
と
し
て
位
置
づ
け
、
組
織
犯
罪
の
取
締
り
の
一
環

と
い
う
意
味
合
い
を
込
め
た
対
策
立
法
の
制
定
と
い
う
色
彩
を
持
っ
て
い
た
」
と
す
る
（
同
論
文
は
さ
ら
に
、「
刑
法
一
二
九
ａ
条
の
よ

う
に
直
接
テ
ロ
リ
ス
ト
団
体
に
対
す
る
規
律
を
か
け
る
場
合
で
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
従
来
か
ら
あ
る
犯
罪
と
の
関
係
で
の
団
体
結

成
・
参
加
を
規
律
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
す
る
）。

＊
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
公
益
財
団
法
人
野
村
財
団
社
会
科
学
助
成
に
よ
る
援
助
を
受
け
た
。


